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A

　

哲
学
は
大
学
の
文
学
部
の
中
で
研
究
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
多
く
の
市
民
に
は
無
縁
の
営
み
で
あ
る
。

こ
れ
が
日
本
の
社
会
に
お
け
る
哲
学
の
現
状
で
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
、
市
民
の
方
に
「
哲
学
カ
フ
ェ
を
一
緒

に
し
ま
せ
ん
か
」と
誘
っ
て
も
、「
そ
ん
な
難
し
そ
う
な

こ
と
は
…
」と
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
哲
学
者
が
大
学
の
外
に
出
て
、
市

民
と
と
も
に
哲
学
を
す
る
と
い
う
、
哲
学
の
原
点
（
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
営
み
）に
帰
り
、
臨
床
哲
学
と
い
う
営
み

を
開
始
し
た
の
が
大
阪
大
学
大
学
院
の
臨
床
哲
学
研
究

室
で
す
。『
哲
学
カ
フ
ェ
＠
赤
穂
』と
い
う
場
所
に
お
け

る
活
動
は
、こ
の
流
れ
（
臨
床
哲
学
と
い
う
営
み
）の
中

に
あ
り
ま
す
。

　
『
哲
学
カ
フ
ェ
＠
赤
穂
』で
の
活
動
は
2
0
1
4
年
6

月
か
ら
始
め
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
行
っ
て
い
る
の
は

哲
学
カ
フ
ェ
と
ミ
ニ
・
い
の
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展
で
す
。

哲
学
カ
フ
ェ
は
、
あ
る
テ
ー
マ
（
問
い
）に
つ
い
て
、
飲

み
物
や
お
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰

囲
気
の
中
で
、
共
に
考
え
る
営
み
で
す
。
答
え
を
出
す

こ
と
よ
り
、①
他
者
の
話
を
聴
き
、②
自
分
の
経
験
を
踏

ま
え
て
発
言
し
、③
共
に
考
え
る
こ
と
を
重
視
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で「
人
生
の
ピ
ー
ク
は
い
つ
か
」「
な
ぜ
勉
強
す

る
の
か
」「
大
人
と
子
ど
も
の
違
い
は
何
か
」「
普
通
と

は
何
か
」「
親
の
介
護
は
誰
が
／
ど
こ
で
す
べ
き
か
」と

い
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
。

　
一
方
、ミ
ニ
・
い
の
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展
は
、飲
酒
運

転
や
い
じ
め
な
ど
理
不
尽
な
理
由
で
い
の
ち
を
奪
わ
れ

た
人
た
ち
の
等
身
大
の
パ
ネ
ル
に
故
人
の
写
真
、
本
人

や
遺
族
の
言
葉
、
そ
し
て
本
人
が
履
い
て
い
た
靴
を
置

き（
こ
れ
を
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
い
ま
す
）展
示
し
て

い
ま
す
。
目
的

は
、
亡
く
な
ら
れ

た
方
と
見
に
来

た
人
が
、
心
の
中

で
対
話
し
、
亡
く

な
ら
れ
た
方
の

視
点
か
ら
社
会

を
捉
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
こ

と
、
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
気
持
ち

や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聴
く
こ
と
で
す
。

　
哲
学
カ
フ
ェ
は
生
者
と
生
者
の
対
話
、ミ
ニ
・
い
の
ち

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展
は
生
者
と
死
者
の
対
話
で
あ
り
、ど
ち

ら
の
活
動
も
対
話
の
実
践
で
す
。
物
事
を
決
定
す
る
会

議
で
の
議
論
や
日
常
の
お
喋
り
と
は
異
な
り
、①
他
者
の

話
を
聴
き
、
②
自
分
の
経
験
を
踏
ま
え
て
発
言
し
、
③
共

に
考
え
る「
対
話
」こ
そ
が
、民
主
的
な
、そ
し
て
共
に
生

き
る
社
会
を
創
造
し
て
い
く
最
も
根
源
に
あ
る
営
み
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
哲
学
カ
フ
ェ
＠
赤
穂
』で
、
対

話
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研究室から
from Laboratory

中村 剛 准教授
 社会福祉学部・社会福祉学研究科

◆主な学部担当科目
生と死の教育・社会福祉学原論・福祉哲学

◆主な大学院担当科目
社会福祉学研究特講・演習
福祉哲学研究特講

　
思
い
や
り
に
満
ち
た
福
祉
社
会
を
目
指
す
赤
穂
市
と
の
連
携
事
業「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
社
会
づ
く
り
推
進
事
業
」の
一
環
と
し
て『
哲
学
カ
フ
ェ
＠
赤
穂
』が
花
岳

寺
通
商
店
街
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　
哲
学
カ
フ
ェ
と
は
哲
学
の
知
識
は
一
切
必
要
な
く
誰
で
も
気
軽
に
参
加
で
き
、

“
問
い（
テ
ー
マ
）”に
つ
い
て
み
ん
な
で
ゆ
っ
く
り
話
し
合
い
を
す
る
活
動
で
す
。

『
哲
学
カ
フ
ェ
＠
赤
穂
』で
は
本
学
、社
会
福
祉
学
部
１
年
次
の
学
生
と
市
民
の
方

が
毎
月
１
回
第
３
土
曜
日
に
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

『哲学カフェ＠赤穂』
の取り組み
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第
一
章
　
総
則

（
名
称
）

第
一
条
　
本
会
は
、
関
西
福
祉
大
学
校
友
会
と
称
す
る
。

（
本
部
）

第
二
条
　�

本
会
の
本
部
を
、
赤
穂
市
新
田
三
八
〇-

三
関
西
福
祉
大
学
校
友

会
館
内
に
お
く
。

（
目
的
）

第
三
条
　�
本
会
は
会
員
相
互
の
親
睦
・
扶
助
を
図
り
、
教
養
の
向
上
に
努
め

る
と
と
も
に
、
母
校
の
発
展
を
援
助
し
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
四
条
　�

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

（
一
）
会
報
の
発
行

（
二
）
会
員
の
懇
親
及
び
交
流

（
三
）
講
演
会
、
研
究
会
等
の
開
催

（
四
）
母
校
の
発
展
に
寄
与
す
る
事
業

（
五
）
種
々
の
社
会
奉
仕
的
事
業

（
六
）
そ
の
他
の
必
要
な
事
業

第
二
章
　
会
員

（
会
員
）

第
五
条
　
本
会
の
会
員
の
種
類
及
び
資
格
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
）
正
会
員
　�

①
本
学
の
各
学
部
を
卒
業
し
た
者

　
　
　
　
　
　
　
②�

本
学
の
大
学
院
を
修
了
し
た
者
で
、
本
会
に
入
会
を
希

望
し
、
会
費
を
全
額
納
入
し
た
者

（
二
）
準
会
員
　
①
本
学
の
各
学
部
在
学
生

　
　
　
　
　
　
　
②�

本
学
大
学
院
の
在
学
生
で
本
会
に
入
会
を
希
望
す
る
者

（
三
）
特
別
会
員
　�

本
学
の
現
旧
専
任
教
職
員
　

　
　
　
た
だ
し
、
旧
専
任
教
職
員
は
会
費
十
二
万
円
を
全
納
し
た
者
に
限
る
。

（
四
）
賛
助
会
員
　
①�

本
会
の
目
的
に
賛
同
す
る
者
で
、
理
事
会
が
承
認
し

た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
②
特
別
会
員
を
除
く
旧
専
任
教
職
員

　
　
　
た
だ
し
、
在
職
中
に
一
万
円
以
上
の
会
費
を
納
入
し
た
も
の

二
　�

研
究
生
、
科
目
等
履
修
生
な
ど
が
希
望
す
る
と
き
は
、
理
事
会
の
承
認

を
得
て
正
会
員
ま
た
は
賛
助
会
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
格
喪
失
）

第
六
条
　�

本
会
の
名
誉
を
け
が
し
た
者
ま
た
は
本
会
の
目
的
に
反
す
る
行

為
を
行
っ
た
者
は
、
理
事
会
の
決
定
に
よ
り
除
名
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

第
三
章
　
役
員

（
役
員
）

第
七
条
　
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

一
　
本
部
役
員

（
一
）
名
誉
会
長
　
一
名

（
二
）
会
長
　
一
名

（
三
）
副
会
長
　
二
名

（
四
）
理
事
　
十
五
名
以
内

（
五
）
幹
事
　
各
卒
業
年
次
毎
に
六
名
以
内
及
び
教
職
員
六
名

（
六
）
顧
問
　
若
干
名

（
七
）
会
計
監
事
　
二
名

二
　
支
部
役
員

（
一
）
支
部
長
　
各
支
部
一
名

（
役
員
の
選
出
）

第
八
条
　
役
員
の
選
出
は
次
に
よ
る
。

（
一
）
名
誉
会
長
は
学
長
と
す
る
。

（
二
）
会
長
は
正
会
員
理
事
の
中
か
ら
選
出
す
る
。

（
三
）�

副
会
長
は
、
正
会
員
理
事
か
ら
一
名
選
出
し
、
ほ
か
一
名
は
名
誉
会

長
の
指
名
し
た
教
職
員
と
す
る
。

（
四
）�

理
事
は
正
会
員
幹
事
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
者
及
び
名
誉
会
長
の
指

名
し
た
教
職
員
と
す
る
。

（
五
）�

幹
事
は
各
卒
業
年
次
毎
に
正
会
員
中
よ
り
互
選
さ
れ
た
者
及
び
名
誉

会
長
の
指
名
し
た
教
職
員
と
す
る
。

（
六
）
卒
業
生
の
役
員
選
出
は
総
会
で
行
う
。

（
七
）�

顧
問
は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。

（
八
）�

会
計
監
事
は
理
事
会
に
お
い
て
理
事
、
幹
事
及
び
支
部
長
以
外
の
正

会
員
か
ら
一
名
選
出
し
、
も
う
一
名
は
名
誉
会
長
の
指
名
し
た
教
職

員
と
す
る
。

（
九
）
支
部
長
は
、
各
支
部
会
員
の
中
か
ら
互
選
す
る
。

（
役
員
の
任
務
）

第
九
条
　
役
員
の
任
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
）�

名
誉
会
長
　
名
誉
会
長
は
こ
の
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
会
長

及
び
理
事
会
に
助
言
を
行
う
。

（
二
）�

会
　
　
長
　
会
長
は
こ
の
会
を
代
表
し
て
会
務
を
総
括
し
、
総
会
、

理
事
会
、
幹
事
会
及
び
支
部
長
会
議
を
招
集
す
る
。

（
三
）�

副�

会�

長
　
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
つ
い
て
支
障
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
四
）�

理
　
　
事
　
理
事
は
理
事
会
を
組
織
し
、
第
十
三
条
第
六
項
に
定
め

る
事
項
を
行
う
。

（
五
）�

幹
　
　
事
　
幹
事
は
幹
事
会
を
組
織
し
、
第
十
四
条
第
四
項
に
定
め

る
事
項
を
行
う
。

（
六
）�

顧
　
　
問
　
顧
問
は
会
長
の
諮
問
に
応
じ
、
助
言
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
七
）�

会
計
監
事
　
会
計
監
事
は
本
会
の
会
計
及
び
収
支
決
算
を
監
査
す
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
十
条
　�

役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
会
長
、

副
会
長
に
つ
い
て
は
二
期
を
限
度
と
す
る
。

二
　�

役
員
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
前
項
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

四
　�
役
員
は
、
退
任
し
て
も
後
任
者
が
就
任
す
る
ま
で
は
、
そ
の
責
任
を
免

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
章
　
会
議

（
会
議
）

第
十
一
条
　
本
会
に
次
の
会
議
を
置
く
。

（
一
）
総
会

（
二
）
理
事
会

（
三
）
幹
事
会

�

（
総
会
）

第
十
二
条
　�

総
会
は
毎
年
一
回
年
度
初
め
に
こ
れ
を
開
く
。
た
だ
し
、
会
長

が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
幹
事
会
の
議
決
の
あ
っ
た
と
き
及
び

会
員
総
数
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
事
項
を
示
し
て

請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
臨
時
総
会
を
開
く
。

二
　�

総
会
の
招
集
は
、
議
案
、
期
日
、
場
所
等
に
つ
い
て
会
員
に
通
知
を
発

す
る
こ
と
に
よ
る
。

三
　
総
会
の
議
長
は
当
日
出
席
の
会
員
中
か
ら
こ
れ
を
選
ぶ
。

四
　�

総
会
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
議
決
は
出
席
会
員
の
過
半
数
に

よ
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
こ
れ
を
決
す
る
。

（
一
）
会
務
報
告
及
び
事
業
計
画
の
承
認

（
二
）
会
計
監
査
報
告
の
承
認

（
三
）
決
算
及
び
予
算
の
承
認

（
四
）
会
則
改
廃
の
議
決

（
五
）
役
員
の
選
出

（
六
）
そ
の
他
理
事
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
事
項

五
　�

総
会
は
、
原
則
と
し
て
理
事
会
及
び
幹
事
会
に
お
い
て
審
議
し
た
事
項

を
議
題
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
動
議
に
つ
い
て
は
、
出
席
会
員
の
過

半
数
が
承
認
し
た
場
合
に
の
み
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
理
事
会
）

第
十
三
条
　�

理
事
会
は
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
及
び
理
事
五
名
以
上
か

ら
会
議
の
目
的
事
項
を
示
し
て
請
求
の
あ
っ
た
と
き
に
開
く
。

二
　�

理
事
会
は
理
事
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
者
（
委
任
状
提
出
者
を

含
む
）
を
も
っ
て
成
立
す
る
。

三
　
理
事
会
の
議
長
は
会
長
が
務
め
る
。

四
　
理
事
会
の
議
決
は
、
出
席
理
事
の
過
半
数
よ
る
。

五
　
理
事
会
は
総
会
及
び
幹
事
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。

六
　�

理
事
会
に
お
い
て
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
、
議
決
し
、
こ
れ
を
実

行
す
る
。

（
一
）
庶
務
、
会
計
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と

（
二
）
総
会
及
び
幹
事
会
の
議
案
の
審
議

（
三
）
総
会
及
び
幹
事
会
の
議
決
事
項
の
実
行

（
四
）
予
算
案
及
び
決
算
書
の
調
整

（
五
）
職
員
の
任
免
及
び
処
遇

（
六
）
会
則
及
び
会
員
に
関
す
る
こ
と

（
七
）
役
員
の
推
薦

（
八
）
そ
の
他
会
長
の
附
議
し
た
事
項

（
幹
事
会
）

第
十
四
条
　�

幹
事
会
は
理
事
会
の
必
要
と
認
め
る
と
き
及
び
幹
事
総
数
の
三

分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
事
項
を
示
し
て
請
求
の
あ
っ
た

と
き
に
開
く
。

二
　
幹
事
会
の
議
長
は
出
席
幹
事
の
互
選
に
よ
る
。

三
　�

幹
事
会
は
幹
事
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
者
（
委
任
状
提
出
者
を

含
む
）
を
も
っ
て
成
立
し
、
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
に
よ
る
。
可
否

同
数
の
と
き
は
議
長
が
こ
れ
を
決
す
る
。

四
　
幹
事
会
に
お
い
て
は
次
の
事
項
を
行
う
。

（
一
）
決
算
の
承
認
及
び
予
算
案
の
協
議

（
二
）
各
種
事
業
の
検
討
及
び
意
見
具
申

（
三
）
会
則
及
び
細
則
改
廃
の
承
認

（
四
）
総
会
の
議
案
の
審
議

（
五
）
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
記
録
）

第
十
五
条
　�

総
会
、
理
事
会
、
幹
事
会
の
議
事
は
こ
れ
を
記
録
し
、
議
長
及

び
記
録
者
が
署
名
押
印
の
上
、
事
務
局
に
お
い
て
保
存
す
る
。

第
五
章
　
事
務
局

（
事
務
局
）

第
十
六
条
　
本
会
本
部
に
事
務
局
を
置
く
。

二
　
事
務
局
に
、
事
務
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
事
務
局
職
員
は
大
学
事
務
局
長
が
指
名
し
た
職
員
が
あ
た
る
。

四
　�

事
務
局
運
営
に
関
す
る
規
程
は
、
大
学
事
務
局
と
協
議
の
上
、
会
長
が

別
に
定
め
る
。

第
六
章
　
会
計

（
経
費
）

第
十
七
条
　�

本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
寄
付
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ

て
こ
れ
に
当
て
る
。

（
会
費
）

第
十
八
条
　�

正
会
員
の
会
費
は
終
身
会
費
十
二
万
円
と
し
、
在
学
中
、
毎
年

三
万
円
を
納
入
す
る
。
た
だ
し
編
入
生
、
お
よ
び
大
学
院
生
で

入
会
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
毎
年
六
万
円
を
納
入
す
る
。

二
　�

特
別
会
員
の
会
費
は
総
額
十
二
万
円
と
し
、
在
職
中
毎
年
度
会
費
一
万

円
を
納
入
す
る
。
た
だ
し
、
会
費
総
額(

十
二
万
円)

に
達
す
る
前
に
退

職
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
に
よ
り
賛
助
会
員
と
し
て
継
続
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

三
　�

賛
助
会
員
（
第
五
条
四
項
①
）
の
会
費
は
、
入
会
時
に
一
万
円
を
納
入

す
る
。

四
　�

そ
の
他
、
理
事
会
及
び
幹
事
会
に
お
い
て
臨
時
に
会
費
の
徴
収
が
必
要

と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
必
要
額
を
徴
収
す
る
。

五
　
す
で
に
納
入
し
た
会
費
は
、
還
付
し
な
い
。

（
会
計
年
度
、
会
計
監
査
）

第
十
九
条
　�

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月

三
十
一
日
に
終
わ
る
。

二
　�

本
会
の
収
支
決
算
及
び
財
産
は
、
会
計
監
査
を
経
て
総
会
に
報
告
し
、

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
支
部
等

（
支
部
の
設
置
、
支
部
長
）

第
二
十
条
　�

理
事
会
の
議
決
を
経
て
都
道
府
県
単
位
に
支
部
を
お
く
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
会
員
数
の
多
い
都
道
府
県
は
若
干
の
支
部

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　�

支
部
は
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
に
居
住
す
る
会
員
を
も
っ
て
構

成
員
と
す
る
。

三
　�

支
部
に
は
支
部
長
一
名
を
お
く
。
支
部
長
は
、
支
部
会
員
の
互
選
等
に

よ
り
本
部
役
員
以
外
か
ら
選
出
す
る
。
任
期
は
二
年
と
す
る
。

四
　
支
部
長
は
支
部
を
班
に
細
分
し
、
班
長
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
部
と
の
連
携
）

第
二
十
一
条
　�

支
部
は
支
部
長
名
、
支
部
役
員
名
、
事
務
所
の
所
在
等
を
本

部
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　�

支
部
は
本
部
の
方
針
の
も
と
に
活
動
し
、
年
度
当
初
に
予
算
、
決
算
等

の
活
動
状
況
を
本
部
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　�

支
部
長
は
幹
事
会
に
出
席
し
、
求
め
に
応
じ
て
意
見
を
の
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
支
部
長
会
議
）

第
二
十
二
条
　
支
部
長
会
議
は
一
年
に
一
回
以
上
開
く
こ
と
と
す
る
。

（
経
費
）

第
二
十
三
条
　�

支
部
経
費
は
各
支
部
に
お
い
て
ま
か
な
う
。
本
部
は
支
部
活

動
費
の
補
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
個
別
校
友
会
）

第
二
十
四
条
　�

校
友
会
は
、
同
期
会
、
ク
ラ
ス
・
ゼ
ミ
同
窓
会
、
ク
ラ
ブ
・

サ
ー
ク
ル
O
B
会
、
職
域
会
、
職
種
会
等
の
個
別
校
友
会
を

結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　�

次
の
（
一
）
～
（
三
）
の
条
件
を
満
た
す
個
別
校
友
会
は
、
活
動
実
績

ま
た
は
活
動
計
画
、
関
連
資
料
お
よ
び
会
員
名
簿
を
添
え
て
所
定
の
申

請
書
を
提
出
し
、
幹
事
会
の
承
認
を
経
て
認
定
団
体
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
一
）
会
長
以
下
の
役
員
が
正
会
員
で
あ
る
。

（
二
）
参
加
す
る
校
友
の
範
囲
を
客
観
的
に
明
示
で
き
る
。

（
三
）
活
動
内
容
を
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　�

認
定
さ
れ
た
団
体
に
、
本
会
の
組
織
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
由
が

あ
る
と
き
、
会
長
は
幹
事
会
の
議
を
経
て
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

（
個
別
校
友
会
へ
の
助
成
）

第
二
十
五
条
　�

本
部
は
、
認
定
し
た
個
別
校
友
会
の
活
動
費
を
助
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
則一

　�

こ
の
会
則
は
、
総
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
　
こ
の
会
則
は
平
成
十
三
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

三
　�

本
会
設
立
時
か
ら
当
分
の
間
の
会
長
は
、
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
関
西
福
祉
大
学
の
学
長
と
す
る
。

四
　�

本
会
設
立
時
か
ら
当
分
の
間
の
幹
事
及
び
理
事
は
、
第
八
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
関
西
福
祉
大
学
校
友
会
の
会
長
が
指
名
し
た
者
と
す
る
。

五
　
こ
の
改
正
後
の
会
則
は
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

六
　
こ
の
改
定
後
の
会
則
は
平
成
十
六
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

七
　
こ
の
改
定
後
の
会
則
は
平
成
十
八
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

八
　
こ
の
改
定
後
の
会
則
は
平
成
二
十
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

九
　�

こ
の
附
則
の
三
及
び
四
を
廃
止
し
、
改
定
後
の
会
則
は
平
成
二
十
二
年

十
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

十
　
こ
の
改
定
後
の
会
則
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

十
一
　
こ
の
会
則
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

■　■　■　■　■関西福祉大学校友会 会則
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キャリア開発課では
卒業生の支援もしています。

　兵庫県では保育士が不足しています。保育士免許をお持ちの方で兵庫県内の
保育所で勤務を希望される方は下記の連絡先までご連絡をお願いいたします。
公益社団法人兵庫県保育協会
〒651-0062　神戸市中央区坂口通2-1-1　Tel.078-242-4637 ／ 078-242-4737

みなさんの地域で、
支部を立ち上げてみませんか？

　現在、東海支部、はりま支部があります。
　まだまだ２つの支部しかありませんが、
今後全国に展開していきます。

　大学を卒業しても、関西福祉大学を卒業した仲間に変わりありません。ぜひ、皆さんの
地元に地域支部を作り、近所にいる卒業生とネットワークを作ってみませんか？
　「よし！私の地域に作ってみよう」と思われた方、「どうやって作ろう…」と思われた方、
ぜひ校友会事務局までご連絡ください。支部作りのお手伝いをさせていただきます。
　全国に関西福祉大学の輪を築いていきましょう！

建学の精神「人間平等」「個性尊重」「和と感謝」

①お名前
②電話番号
③挙式日時
④式場名
⑤式場住所

⑥式場電話番号
⑦新姓
⑧新住所
⑨電報の種類
　標準もしくはキャラクターを
　お選びください。

※祝電依頼は挙式当日の1週間前までにお願いします。

　ご結婚される卒業生の
方に、校友会より祝電を
お送りします。
　ご希望の方は、下記の
①〜⑨を電話かFaxまた
はMailで校 友 会事務局
までお知らせください。

❖ 社会福祉学部実習指導室からのお願い
　社会福祉実習につきまして、本学近隣（兵庫、大阪、岡山）にて実習のお引き受けをご検
討いただけるようでしたら、下記までご連絡いただきたくお願い申し上げます。
　なお、実習をお引き受けいただける要件は以下の通りです。
１） 社会福祉士有資格者
２） 相談援助業務に３年以上従事
３） 社会福祉士実習指導者講習会修了
１）・２）・３）すべての要件を満たす（社会福祉士養成校協会の定めによる）

関西福祉大学　社会福祉学部　実習指導室
Tel. 0791-46-2846 Fax. 0791-46-2788 
Mail : koyukai@kusw.ac.jp

連 絡 先

  大学HP
  http://www.kusw.ac.jp/
  校友会Facebook
  http://www.facebook.com/kuswkouyukai

  校友会HP
  http://www.kusw.ac.jp/kouyukai/

校友会報　第25号
●発行日　平成26年12月20日
●発行所　関西福祉大学　校友会

〒678-0255　兵庫県赤穂市新田380-3
 Tel. 0791-46-2525（大学代表）Tel./Fax. 0791-46-2715（校友会事務局）
Mail : koyukai@kusw.ac.jp

◎次号は平成27年7月下旬発行予定!!

　再就職や転職の際の履歴書・職務経歴書
の添削、模擬面接や各種相談等をお受けして
います。ぜひご利用ください。また、卒業生
の方も大学に届く求人情報をインターネット
で閲覧することができます。IDとパスワード
が必要な方は、メールなどでお問い合わせく
ださい。

連絡先

お知らせ

キャリア開発課

Tel. 0791-46-2847（直通） Mail：career_kusw@kusw.ac.jp

■　■　■　■　■

開　　　学…………… 平成  9年（1997年）4月
開設（大学院） ……… 平成21年（2009年）4月
学部・学科…………… 社会福祉学部・社会福祉学科

看護学部・看護学科
発達教育学部・児童教育学科

大　学　院…………… 社会福祉学研究科・看護学研究科
教　員　数…………… 専任　68名（助手含む）
在 学 生 数 …………… 901名
卒業生数（学部） …… 累計　3,919名
卒業生数（大学院） … 累計　17名 　　　　　　　　　　　平成26年12月1日現在

大学概要

　ソーシャルネットワーキングサービスの発展及び個人情報保護の観点から、
今年度より、校友会事業である名簿の発行を廃止いたします。今後は、シス
テムにおいて、卒業生の住所等は継続して管理していきますので、住所変更
等がありましたら、お手数ですが、お知らせくださいますようお願い致します。

インフォメーション

名簿発行事業の廃止についてお知らせ

関西福祉大学 社会福祉学部
第7期生・第8期生『合同同窓会』

のご案内

関西福祉大学 社会福祉学部
第7期生・第8期生『合同同窓会』

のご案内

■　日　時：平成27年6月20日（土）
　　　　　  １部　関西福祉大学校友会総会　
　　　　　　　　 12：30～12：55（受付開始12：00～）
　　　　　  ２部　関西福祉大学社会福祉学部
　　　　　　　第7期・第8期生合同同窓会　
　　　　　　　　 13：00～15：30（受付開始12：30～）

■　場　所：ザ マーカススクエア神戸
■　会　費： お一人様　3,000円
　　　　　　（※7,500円の食事 +飲み放題　※差額は校友会より補助されます）

■　その他 ： お子様同伴可能です。当日は、会場内にキッズスペースを設置予定です。
　　　　　   お子様料金：0〜3歳 無料・4〜12歳 1,500円・13歳以上 3,000円

ご案内ハガキは、平成27年3月頃発送予定です。

　この度、下記の日程で、社会福祉学部第7・8期生合同
同窓会を開催させていただくことになりました。久しぶり
に同期や先生に再会し、懐かしい学生時代を思い出しま
せんか。
　皆様、お誘い合わせの上、是非ご参加くださいますよう
お願いいたします。

結婚式 祝電サービスについて

★お問い合わせは、校友会事務局までご連絡ください。
Tel. 0791-46-2715（直通）　Tel. 0791-46-2525（代表）
Mail : koyukai@kusw.ac.jp

同窓会幹事のみなさん
第7期生：三谷 優介、淡田 憲弘、大西 一行、大西 裕人
第8期生：今津 智博、亀井 陽介、小橋 久美子、田中（旧姓：西海）彩
　　　　  土居（旧姓：関谷）優、山崎 貴央、山戸 彬睦、山本 雄介


